熊本県環境保全協議会職員（書記）募集要項

令和８年（２０２６年）５月１日　
熊本県環境保全協議会　

１　職名　　　書記

２　採用人員　１名

３　任用期間　令和８年（２０２６年）７月１日から
令和９年（２０２７年）６月３０日まで（１２ヶ月間）
※　勤務成績が良好な場合には、上記任用期間終了後、雇用契約を更新する場合があります（最長５年間）。

４　勤務場所　熊本県庁環境保全課内

５　本会の概要
　熊本県環境保全協議会は1995年（平成7年）3月に県内の事業者が結集し、環境保全活動を活発に実施するために設立されました。
本協議会では業種の垣根を越えて、環境保全のための知識や情報の交換、事業者相互の交流等を図ることにより、地域における環境保全のための取組を推進し、快適な環境づくりに寄与するための各種事業を実施しています。
（現在会員数：１９１社)

６　書記の主な業務内容
①事業計画書、事業報告書等の作成事務
②予算書、決算書等の作成事務
③収入支出に係る経理事務
④総会及び理事会の開催に係る事務
⑤事業の企画及び実施に係る事務
⑥ホームページの管理・運営
⑦会員との連絡調整
⑧その他、会の運営に関すること

７　書記に求められる能力、姿勢等
①上記の業務を的確に遂行する能力
（ワード、エクセル等のパソコン操作能力を含む）
②協議会の目的と運営内容を理解できる能力
③環境保全に関する知識の習得に努めようとする姿勢
④一般常識を有していること
⑤使命感と責任感を持って積極的に職務を遂行しようとする姿勢
⑥公務員に準じた高い倫理性
（信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務）
　　　
８　受験資格
次のいずれかの事項に該当する者は受験できない。
①拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
②熊本県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
③日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

９　勤務条件等
給与　　：日額　６時間７，３０３円、５時間６，０８６円
期末手当：熊本県第１号会計年度職員の例による
通勤手当：熊本県職員の例による（ただし、支給限度額は１万円）
勤務日数及び勤務時間：１か月につき２０日以内、１週間につき２９時間以内
休日等：年次有給休暇は労働基準法による。忌服休暇等は県職員の例による
　　

10　応募方法
令和８年（２０２６年）５月１１日（月）から同５月２２日（金）までに、熊本県環境保全課へ「ハローワークの紹介状」、「職員採用試験申込書」及び「事前記入調書」を提出すること。
※「職員採用試験申込書」及び「事前記入調書」は、当協議会ホームページからダウンロードできます。
※応募人数が１０名に達した場合、応募を締め切る場合があります。

11　選考方法
令和８年（２０２６年）６月５日（金）（時間・場所は個別に通知）に面接試験を実施し選考する。
合否は、６月１７日（水）午後（予定）に受験者全員に電話で通知する。

